
平成 29 年 12 月 12 日 

日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所 設置変更許可申請の審査資料に係る 

誤記の発生を踏まえた再発防止の対策について 

 

 当社は，東海第二発電所の新規制基準適合性に係る設置変更許可申請の審査におけるまとめ資

料（第一部）に係る最近のヒアリングにおいて，複数の誤記（誤字・脱字等）を発生させてしまい

ました。これらの誤記の発生を踏まえ，再発防止・抑制の対策を以下のとおり実施いたします。 

１．審査資料の作成・確認のプロセスについて 

社内における審査資料の作成・確認のプロセスは以下のとおりとしています。 

① 担当グループにおいて，担当者が審査資料案を作成する。 

② 担当グループ内にて，審査資料案の確認・修正を行う。 

③ 審査資料準備会を開催し，担当グループ，関係グループ，審査事務局及び審査責任者代理

等が参加し，審査資料案の内容の妥当性を確認する。修正箇所等があれば指摘を行う。 

④ 審査事務局は，修正箇所等を記載した審査資料準備会メモを作成し，審査資料準備会の

参加者に周知する。 

⑤ 担当グループにて，④に従い審査資料案を修正する。 

必要に応じて③～⑤を繰り返し，審査資料を最終化する。 

⑥ ヒアリングにて審査資料を説明する。 

 

２．今回の誤記の発生理由と再発防止・抑制の対策について 

 ・まとめ資料（第一部）における今回の誤記の発生理由の推定として，上記の審査資料の作成・

確認のプロセスを設定していたものの，審査資料案の完成時期がヒアリング資料提出時期の

直前となったことから，担当グループ及び審査資料準備会における内容の確認が不足してい

た点が挙げられます。 

 ・今回の誤記の発生を踏まえた再発防止・抑制の対策として，上記の作成・確認のプロセスを

着実に実施できるよう，ヒアリングをお願いする時期を見直しし，①審査資料案の作成の期

間を十分に確保し，また②担当グループ内の確認及び③審査資料準備会の開催時間も確保で

きるよう，適切に配慮して参ります。 

参考資料：東海第二発電所 新規制基準適合性に係る設置変更許可申請 社内審査体制 

【プラント関係】 



東海第二発電所 新規制基準適合性に係る設置変更許可申請 社内審査体制  【プラント関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【審査責任者】 
 

【審査責任者代理】 

【全体責任者】 

【官庁対応責任者】 

発電管理室 プラント管理 GM 

 

【官庁対応スタッフ】（保安管理専任）  

発電管理室 プラント管理 Gr（保安管理）  

発電管理室  

電気設備 Gr 

（設計基準設

備，ＳＡ常設設

備等－電気設備

に係るもの） 

発電管理室 設備耐震 Gr 

（耐震・耐津波） 

発電管理室 技術・安全 Gr 

（ＰＲＡ，ＳＡ対策有効性評価，

技術的能力等） 

東海第二発電所 運営管理室

保安運営 Gr （発電所窓口） 

他 Gr （技術的能力等） 

 

耐津波 耐震 

発電管理室

炉心･燃料

ｻｲｸﾙ Gr 

（燃料） 

安全室 

品質保証

Gr 

（品質保証） 

発電管理室

警備・防災Gr

(緊対所,技術

的能力等) 

開発計画室 

地盤・津波 Gr 

（外部事象， 

耐震・耐津波） 

開発計画室 

地震動 Gr 

(地震動評価) 

発電管理室 

環境保安 Gr

(被ばく評価等)

発電管理室 プラント安全向上 Gr 
（外部事象まとめ，内部溢水，ＳＡ可搬型設備運用等）

総務室 

総務 Gr 

（敷地図） 

発電管理室 

プラント管理 Gr 

（設計基準設備

【誤操作防止】，

技術的能力等） 

開発計画室 
土木耐震Gr 
(外部事象， 
耐震・耐津波) 

外部事象 内部溢水 可搬型設備 

開発計画室 

建築 Gr 

（外部事象， 

耐震・耐津波） 

開発計画室 

土木計画Gr 

(外部事象， 

耐震・耐津波） 

発電管理室  

制御設備 Gr 

（設計基準設

備，ＳＡ常設設

備等－制御設備

に係るもの） 

発電管理室  
機械設備 Gr 

(設計基準設備，ＳＡ常設設備
等－機械設備に係るもの) 

発電管理室  

火災防護対策 Gr

（設計基準設備，

ＳＡ常設設備等－

火災防護対策に係

るもの） 

 

【審査事務局】（技術事項） 

発電管理室 プラント安全向上 Gr 

参考資料




